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第８回田原市・渥美町合併協議会会議録 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

事務局長 皆さん、おはようございます。 

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。時間を若干

過ぎましたが、ただいまから第８回田原市・渥美町合併協議会を始めさせていただ

きます。 

開会に当たりまして、会長からあいさつをいただきます。よろしくお願い申し上

げます。 

議長 それでは、皆様方、改めておはようございます。 

このところ、大変穏やかな天候が続いておりますが、合併協議のほうも皆さんの

ご協力によりまして、いよいよ事実上、今日が最後のような感じになります。もう

１回ございますが、次はちょっと趣向を変えてお願いをしたいと思います。大変皆

様方のご協力に対しまして改めてお礼を申し上げます。 

ただ、この合併協議が行われてまいっております８月以降、今日までやはり世の

中の動きは相変わらず激しくて、私ども地方自治体にとりましては、ただいま三位

一体の改革が大変大詰めを迎えておりまして、これも今、目が離せないような状況

になっております。これからのこの地域の問題にも大きな影響があるんではないか

と思っております。 

また、そのほかこのところ、渥美半島内においてもいろんな話題がちょっと新聞

に載っておりますようなことも起きておりますので、そうしたこと等を含めまして

この新市の発足によって皆様方の期待にこたえていけるような地域づくりができた

らなと思っております。 

どうか、この合併の仕上げまで皆様方のご支援を賜りますように、そして、この

渥美半島が合併によりまして一皮むけて、また発展をしていくようにお力添えを引

き続きお願い申し上げたいと思います。 

それでは、今日は前回ご提案申し上げました提案事項、たくさんございますが、

ひとつご審議のほどお願い申し上げたいと思います。どうか、ご協力のほどお願い

申し上げて、ごあいさつといたします。 

事務局長 ありがとうございました。 

それでは、早速本日の議事に入ってまいりたいと思います。 

以後の取り回しにつきましては、会長にお願い申し上げます。 

議長 それでは、早速でございますが、会議のほうに入らせていただきたいと思いま

す。 

本日は、少し欠席の方が多うございまして、三遠南信の大きな行事がございまし

て、渥美町の渡會委員さん、田原の鈴木委員さんの両商工会長さんと、それから、

ＪＡの岡本委員さんの３名の方がご欠席という届けがございました。そのほか、顧

問の戸田さんがご都合により今日は欠席をされておりますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、本日は先回の協議会で提案をさせていただきました、協定項目Ｅ群の

健康づくり事業を始めとする15項目の個別の事務事業の取扱いについての調整方針



２ 

のご確認をいただくとともに、愛知県と正式協議を行うための新市建設計画案につ

いてもご確認をお願いいたしたいと思います。 

それでは、ただいまの出席委員は11名でございます。定足数に達しておりますの

で、ただいまから第８回田原市・渥美町合併協議会を開催させていただきます。 

審議に先立ちまして、会議録署名委員の指名をさせていただきます。 

会議録署名委員に関 保則委員さん、それから、山本貴正委員さんのご両名をご

指名いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

協議第45号「健康づくり事業について」から協議第59号「その他の事業につい

て」までは、先回の協議会でご確認をいただきました「各種事務事業の取扱い」の

総括調整方針を受けまして、それぞれの個別事業の調整方針をご確認いただくもの

でございます。件数も多くございますので、15件を二つに分けまして、それぞれ一

括提案とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、まず協議第45号「健康づくり事業について」から協議第52号「上下水

道事業について」までの８件を一括して議題といたします。事務局、説明をしてく

ださい。 

事務局長 それでは、ただいま一括議題となりました協議第45号「健康づくり事業につい

て」から協議第52号「上下水道事業について」までの８件につきまして、協議番号

順に従いまして順次ご説明申し上げます。 

最初に、協議第45号「健康づくり事業について」でございますが、資料は１ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 健康日本２１市町村計画については、

健康たはら２１計画を基本とし、新市において随時見直し、調整する。 

２ 健康まつりについては、新市において調整する。 

３ その他健康づくりに関する各種事務事業については、田原市の制度に統一す

る。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ新市において調整するも

のとする。」とするものでございます。 

それでは、その理由等をご説明してまいりますので、２ページをご覧いただきた

いと思います。 

最初に、健康日本２１市町村計画でございますが、これは国におきまして、すべ

ての国民が健康増進するために、生活習慣病等の予防対策を強力に進めることを目

的といたしました「健康日本２１」という計画を平成12年３月に策定いたしまし

た。また、愛知県におきましても、この国の計画理念を受けまして、健康日本２１

あいち計画を翌年、13年３月に策定してまいっております。これら、国・県の計画

を受けまして、両市町では地域の健康課題をとらえまして、健康増進のまちづくり

を目指し、昨年から計画策定作業を進めているところでございます。 

したがいまして、合併後の新市におきましては、今年度、田原市において策定さ

れる計画を基本といたしまして、渥美町の計画内容を考慮し、必要に応じて見直

し、調整を行うこととするものでございます。 

次に、健康相談や健康チェックなどの健康をテーマとした健康まつりでございま

すが、現在、両市町ともそれぞれで実施しておりますので、新市において実施の方

法等調整することとさせていただくものでございます。 

また、次の食生活改善推進員の設置や健康カレンダーの作成配布等、その他健康

づくりに関する各種事務事業は、冒頭申し上げましたとおり、田原市の制度に統一
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することを基本とし、これにより難い場合、つまり、年度中途で変更できないよう

な、例えば食生活改善推進員の養成事業などは、合併年度は現行のとおりとするな

ど、両市町の実態に合わせ新市において調整してまいるものでございます。 

続きまして、３ページをお願いいたします。 

協議第46号「ごみ収集運搬業務事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「ごみ収集運搬業務事業については、事業の

一元化に向け、調整するものとする。」 

これを基本といたしまして、事業の内容によりまして４点に整理し、調整してま

いるものでございます。 

「(1) ごみ分別については、合併時までに統一する。 

(2) ごみ収集については、田原市の制度に統一する。 

ただし、合併年度は現行のとおりとする。 

(3) ごみ処理に関する諸制度については、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとする。

(4) ごみ処理施設については、現行の施設を有効利用するとともに、新施設の

建設・運用に合わせ調整を行うものとする。」とするものでございます。 

それでは、具体的な内容等を説明してまいります。４ページをご覧いただきたい

と思います。４ページから６ページにかけまして、両市町で実施しておりますごみ

対策事業等の状況を掲載させていただいております。 

最初に、ごみ分別でございますが、現在、田原市が12区分22分類。渥美町が10区

分19分類の分別を行っておりますが、主に、そこにアンダーラインを引いた箇所で

細かな分類が異なっております。 

また、次に記載のごみ収集につきましても収集方式、収集頻度などに違いがござ

います。 

したがいまして、まずごみ分別を合併前、新リサイクルセンターの稼働する来年

４月に統一しまして、ごみの収集は、リサイクルごみの集積場所等地域との調整も

必要になってまいりますので、合併年度は現行のとおりとし、翌年度から田原市の

制度に統一してまいりたいとするものでございます。 

ごみの分別、収集につきましては、住民の皆様に大変かかわりの深いものでござ

いますので、周知を徹底し、十分な理解を得て進めてまいりたいと考えておりま

す。 

次のごみ処理に関するその他の諸制度でございますが、生ごみ処理容器購入に対

する補助制度は、両市町とも実施しておりますが、補助限度額に違いがございま

す。また、指定のごみ袋につきましても仕様や単価が異なっておりますし、搬入粗

大ごみの処理料金も無料、有料の違いがございます。このように両市町間に差異が

ございますが、田原市の制度に統一することとし、これにより難い場合は、両市町

の実態に合わせ調整を行うものとするものでございます。 

次に、６ページ、最後に記載してございますごみ処理施設でございますが、現在

の両市町の施設につきましては、できる限り、有効利用を図ってまいりたいという

考えであります。 

以上でございます。 

続きまして、７ページをお願い申し上げます。 

協議第47号「環境対策事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 環境保全の推進については、新市にお

いて新たに環境基本計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 



４ 

２ その他環境対策に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一す

る。 

ただし、これにより難い場合は、各市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その内容等について説明してまいりますので、１枚めくっていただき

まして、８ページをお願いします。 

10ページにかけてそれぞれ資料を添付してございますが、最初にございます環境

保全計画等でございますが、現在、田原市の環境保全計画、渥美町に環境美化推進

計画がございますが、調整方針の１点目に挙げておりますように、新市で新たに環

境基本計画を策定しまして、環境行政の骨子として活用していくとするものでござ

います。 

次に記載してあります水質汚濁対策、大気汚染対策、９ページのその他の環境監

視につきましては、それぞれ河川及び海域の水質検査や大気の汚染測定あるいは地

下水位調査などを記載のとおり実施するとともに、環境保全施策といたしまして啓

発事業、補助事業など資料に記載のとおり実施していくところでございます。 

環境問題への対応につきましては、皆さん、ご案内のように平成９年の京都会議

以降、地球温暖化や森林破壊など地球規模の問題として社会的な関心が高まり、市

町村においても各分野で取組みが行われておりますが、両市町の取り扱いにご覧の

ように差異がございますので、速やかに調整し、環境問題全般にわたる総合的な対

策を講じてまいりたいとするものでございます。 

次に、11ページをお願い申し上げます。 

協議第48号「農林水産関係事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 農林水産業の振興に関する各種計画に

ついては、新市において新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

２ その他農林水産に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一す

る。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするのでございます。 

それでは、その具体的な内容等をご説明してまいります。 

資料の12ページ以降18ページまででございますが、両市町の農林水産関係の事務

事業の状況を掲載させていただいております。中でも農業につきましては、申し上

げるまでもなく、この地域を支える重要な基幹産業でございます。このため、両市

町では大変数多くの事務事業を実施しておりますが、合併に当たりましては、これ

らを田原市の制度に統一するということを基本とし、これにより難い場合は、両市

町の実態に合わせ調整を行いまして、新市においても引き続いてその振興を図って

まいるものでございます。 

12ページの一番下にございます農業振興計画でございますが、ここに掲載した各

種の計画につきましては、新市において新たな計画を策定の上、引き続いてその振

興を図ってまいりたいと考えております。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を引き継ぎ運用してまいるもので

ございます。 

そのほか、それぞれの事務事業ごとの調整につきましては、表右側の具体的な調

整方法に記述のとおり進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

続きまして、19ページをお願いいたします。 
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協議第49号「商工・観光関係事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 各種観光イベント事業については、新

市において調整する。 

ただし、観光協会の事業については、行政の支援のあり方を検討し、合併前に見

直しを行う。 

２ その他商工・観光に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一す

る。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

資料を１枚めくっていただきまして20ページ、21ページに両市町で実施しており

ます商工・観光に関する事務事業の状況を掲載させていただいております。 

最初に、21ページに記載の観光イベント事業でございますが、両市町とも数多く

の事業を実施しておりまして、このうち全市民、全町民を対象に一体となって行う

田原市民まつりとあつみまつりにつきましては、田原市民まつりに統一する方向で

調整を行ってまいりたいと思っております。 

また、次の欄に記載の各キャンペーン、サーフィン世界大会、それから、トライ

アスロン伊良湖大会でございますが、これらはいずれも引き継いで実施の方向で調

整を進めてまいりたいと思います。 

最後に、その下に掲げてございます観光協会関連の各事業でございますが、事業

目的、補助事業主体も含め、多くの事業がございますので、行政の支援のあり方を

再度検討いたしまして、合併前までに見直しを行うこととするものでございます。

戻っていただきまして、20ページに記載の商工業振興事業でございますが、田原

市においては、中心市街地商業等活性化基本計画を策定し、これに基づきまして市

街地再開発事業を始め、都市中心市街地の各種の活性化施策を展開しております。

また、商工業振興資金融資制度や商工金融利子補給制度については、内容は異なる

ものの、両市町とも実施しておりますので、これらを含めまして、その他商工・観

光に関する各種事務事業は、田原市の制度に統一することを基本として進めてまい

るものでございます。 

続きまして、23ページをお願いいたします。 

協議第50号「勤労者・消費者関連事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「勤労者・消費者関連の各種事務事業につい

ては、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その理由等をご説明してまいります。 

１枚はねていただきまして、24ページ、25ページには、両市町で実施しておりま

す勤労者・消費者関連の事務事業を掲載しておりますが、まず、24ページ記載の勤

労者対策事業は、現在、両市町で実施している事業については、ご覧のとおりで、

補助事業等両市町の間に違いがございます。 

次の消費者行政を見ますと、田原市では生活学校や消費生活講座が開催されてい

ますが、渥美町では実施されておりません。 

また、その次、25ページでございますが、くらしのアドバイザー制度につきまし

ても同様でございます。 

したがいまして、これらの事務事業につきましては、冒頭で申し上げたとおり、

田原市の制度に統一することを基本に調整を行ってまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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続きまして、27ページをお願いいたします。 

協議第51号「建設関係事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 都市計画マスタープラン、緑の基本計

画及び水防計画については、新市において新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

２ その他建設に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

１枚はねていただきまして、28ページから31ページにかけまして、両市町が実施

しております建設関連の事務事業を掲載させていただいております。 

最初に、28ページに掲載の都市計画マスタープラン、それから、29ページにござ

います緑の基本計画、それから、31ページに記載した水防計画でございますが、こ

れら三つの計画は、新市において新たな計画を策定することといたしまして、新計

画が策定されるまでの間は、現計画を引き継いでまいるものでございます。 

また、29ページ以降に掲載してございます公園管理だとか、道路等の維持補修な

ど、両市町の建設関係に関する各種の事務事業につきましては、冒頭で申し上げま

したとおり、田原市の制度に統一することを基本といたしまして調整を行ってまい

りたいと思います。 

続きまして、33ページをお願いいたします。 

協議第52号「上下水道事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、まず大きな１点目、「水道事業について、(1)

水道事業計画については、新市において新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

(2) 水道料金、加入分担金、水道事業手数料、料金徴収及び検針業務について

は、田原市の制度に統一する。 

ただし、水道料金については、合併年度及びこれに続く２年度は、現行のとおり

とする。」 

次に大きな２点目、「下水道事業について、(1) 公共下水道事業計画について

は、新市において新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

(2) 下水道使用料及び受益者負担金については、田原市の制度に統一する。 

ただし、既に賦課されている受益者負担金については、現行のとおりとする。 

(3) 農業集落排水事業については、田原市の制度に統一する。 

ただし、既に賦課されている分担金については、現行のとおりとする。」 

次に、大きな３点目では、その他の上下水道共通の調整方針といたしまして、

「その他上下水道事業に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一す

る。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その具体的な内容等についてご説明してまいります。 

最初に、水道事業関係でございますが、資料の34ページから38ページまでには、

両市町の水道事業の現況等を掲載させていただいております。 

最初に、水道事業に係る事業計画でございますが、34ページの一番下に記載のと

おり、両市町とも策定し、事業の推進を図っておりますので、新市において新たな

計画を策定するものとし、新計画が策定されるまでの間は、現計画を引き継いでま

いるものでございます。 
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次に、35ページの水道料金でございますが、一般家庭の口径13ミリ及び20ミリを

見ましても両市町間で格差がございます。現況の水道事業の経営状況等を検証して

みますと、合併時に水道料金を田原市の額に統一いたしますと、水道事業会計が赤

字に転換する懸念がございますので、渥美町会計における借入金償還額の減少等、

渥美町料金との差額が吸収できると見込まれる平成20年度から田原市の制度に統一

してまいるものでございます。 

また、資料36ページ、下段以降に加入者分担金、手数料、そして料金収入、さら

には38ページに検針の方法の詳細が記載されておりますが、手数料を除きまして両

市町で金額面、その取扱いに違いがございます。したがいまして、冒頭で申し上げ

ましたとおり、田原市の制度に統一をするとさせていただくものでございます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

次に、下水道事業でございますが、38ページをお願いいたします。 

38ページの下段からでございます。最初に、公共下水道事業計画については、新

市において新たな計画を策定することとし、新計画が策定されるまでの間は、現計

画を運用してまいるものでございます。 

39ページから40ページには、公共下水道に係る受益者負担金、使用料の各市町の

詳細を掲載させていただきましたが、ご覧のとおり、こちらも違いがございます。

これらは、田原市の制度に統一をしてまいるものでございますが、受益者負担金の

うち、合併の前までに負担金額の決定された方々の受益者負担金につきましては、

現行のとおりといたします。 

もう少し具体的に申しますと、合併前に負担金額の決定された渥美町の方々は、

田原市の平方メートル当たりの単価によりまして算定するのではなく、従来の渥美

町の方法でございます１世帯につき30万円、または40万円の定額となります。 

続いて、42ページ、43ページには、農業集落排水事業の状況を記載しております

が、田原市は全地区で供用開始がなされておりますが、渥美町では11地区のうち５

地区で供用開始され、２地区が建設工事中でございます。農業集落排水事業に係る

使用料、融資あっせんにつきましては、田原市の制度に統一してまいりますが、分

担金につきましては、下水道の受益者負担金と同じように田原市の制度に統一しま

すが、合併の前までに決定される分担金については、現在の渥美町の方式によるも

のとするものでございます。 

以上、一括議題となりました協議第45号から協議第52号までのご説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長 ご苦労さまです。それでは、説明が終わりましたので、質疑に入ります。ご質

疑、ご質問は一括して受けたいと思いますので、今までの説明について何かご意見

がありましたら、ご発言をお願いいたします。 

はい、どうぞ。 

小川委員 ページでいきますと、15ページになりますけれども、農林水産関係事業の中で、

15ページの畜産診療、田原市は平成14年の３月に廃止して、渥美町は14年の４月か

ら開所で、現在ありますけれども、今後廃止ということでありますけれども、各団

体から、酪農家あるいは獣医師から渥美町にも議会のほうにも陳情書がまいってお

りまして、できたら存続をという要望でありますけれども、現在、廃止ということ

になりますが、田原市が旧田原町のときに、この廃止された後、酪農家にどういう

サービスがされたのか。一番心配しているのは、やはり現在の家畜診療所が廃止に

なった場合に、畜産農家、特に酪農家は同じような指導が受けられるのかどうか、
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大変心配していますけれども、その点はどのような対策をとられていくのか。ま

た、今後この廃止した場合、どういう対策をとるのかをちょっとわかりましたら、

お聞かせ願いたいと思いますけれども。 

議長 はい、どうぞ。 

事務局長 家畜診療の関係につきましては、ちょっと振り返ってみますと、平成14年度に東

三河南部農業共済組合が設置されまして、それまで豊橋と渥美郡旧３町のそれぞれ

市町で行っておりました農業共済事業が、平成14年度から組合が設置されたことに

より変わって、そちらに移行されていったわけです。当時、農業共済事業の中に家

畜診療業務が含まれておりまして、家畜診療を行っておったのが、旧田原町と渥美

町さんのみであったと思います。赤羽根町さんはもう獣医さんがおられないもので

すから、ＪＡとか、民間にお願いしていると。あるいは豊橋のほうでもやはり市の

家畜診療所は持っていなかったそうです。民間なり、ＪＡのほうにゆだねていると

いうことで、申し合わせが行われたというふうに聞いております。したがいまし

て、組合へ事務が移行されてからの田原市が持っておりました診療業務等につきま

しては、民間の部分に市のほうでお願いをし、特に金銭的な支援はないと思いま

す。ありませんけれど、お願いして診療業務を行っていただいておるというふうに

聞いております。今、調べてみますと、旧田原市のほうでは、十数件、市のほうで

扱っておったということでございますので、そんなふうに聞いております。したが

って、診療業務については、共済事務を移行した際に、市では置かないというよう

なことの話し合いがなされたということで今日に至っているというふうに理解して

おります。 

以上でございます。 

議長 いいですかね。 

はい。 

小川委員 それで、サービスというのか、それについてはどうでしょうか。経過はわかりま

したけれども、やはり行き届いたサービスというのか、そういう診療業務というの

か、それがひょっとしたら、廃止されたらちょっと不都合があるのではないかとい

う懸念がありますので、その点はどう対処をされましたでしょうか。 

議長 はい。 

事務局長 酪農農家さんと、それから、やはり農業振興の立場にある市の担当部局、それか

ら、共済組合と連携して対応していくような進め方が必要になると思います。今後

検討してまいり、進めたいと考えております。 

以上です。 

議長 よろしいですか。 

ほかにございますでしょうか。 

はい、どうぞ。 

河合委員 21ページの観光イベントについてお伺いします。 
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まず初めに、両市町に観光協会があるわけなんですけれど、この観光協会という

のは、合併する計画があるのかどうかということと、それから、渥美の観光協会の

いろんなイベント、それから、観光協会が補助する事業といろいろ、田原にもある

わけですけれど、これらはやるのは、観光協会さんたちですので、それはそれぞれ

がやっていきたいという方針であるということと、支援のあり方を検討するという

ことですけれど、支援するには変わりないということでしょうかということ。 

もう１点、ちょっと勉学のために、渥美のロードパークというのはとこにあるの

か、ちょっと教えていただきたいというのと、それから、原町長に聞いたほうがい

いかもしれませんけれど、やしの実投流というのが毎年やられています。今年はた

くさんやしの実が日本の沿岸に漂着したというのを伺っておりますけれど、毎年や

られていますけれど、その効果はどんな感じというか、やっているものでたくさん

観光がＰＲを全国的にできているかどうか。その辺をちょっとお伺いしたいなと思

っております。 

事務局長 私のほうから、まず観光協会の統一はということでございますが、公共団体の取

扱いの方針に、公共団体等の取扱いの方針に従って統一に向けて調整を進めてまい

りたいと思っております。 

それから、各行政の支援のあり方でございますが、田原市の場合も、それから、

渥美町の場合も事業に対する補助金等出しておりますので、今後も同じような支援

を、観光事業については支援をしていく形になろうかと思いますが、ここで支援の

あり方を検討して、申しましたのは、やはり観光協会で行っている事業のあり方、

それから、協会の運営に関する支援のあり方等合併に当たって見直していこうとい

うことでございます。また、そういった意味ですので、基本的には観光協会が観光

振興を行っていく一番の機関だというふうに認識しておりますので、いい支援のあ

り方を模索してまいりたいと思っております。 

それから、渥美町さんのロードパークでございますが、堀切の国道42号沿いにフ

ェニックスがずっとあるかと思います。その下に花壇等がずっと連なっているかと

思いますが、その付近をロードパークと言っております。 

それから、やしの実の投流事業につきましても渥美町のほうの観光協会さんの事

業として続けてきておるわけですが、基本的には今後もこれまで渥美町の観光協会

で行ってきたメイン的な事業でございますので、引き続き進めていくというふうに

認識しております。 

以上、私のほうからお答えさせていただきます。 

原副会長 ご指名がありましたので、この観光協会が主催している事業が載っておりますけ

れども、基本的には、やはり政教離の考え方でもとらえてということで、この際、

そういった分類をしながら、これは宗教色が濃いというものは外していくという考

えのものですから、そういった中で長い年月を経て、文化的、観光的にも非常に効

果があるということは残していこうということでお願いしました。その視点でもっ

て事業、例えば、お糸事業がありますが、そういった事業はやはり伊勢神宮を中心

として古くから伝わっておりますが、それを宗教的にとらえるとすれば、別の奉賛

会等とその地域が校区になりますので、そこでもちろん伝統的に続いておりますの

で、そういったことで続けていくのかなというような考え方、調整をしていきます

が。 

先ほど河合委員からありました、やしの実投流が大変これが観光事業より先に、

文化的に今、既にご存じだと思いますが、柳田國男、島崎藤村が通じまして歌が生
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まれた背景でもって、そのロマンを再度求めて、観光的に結びつけていくというこ

とで、もう18回を過ぎておりますが、大変定着しまして、当初のころの石垣と、渥

美と比べてみますと、観光的な発展としますと、数倍、石垣のほうが観光的に非常

に隆盛にあると思います。現在でもまだふえているそうです。５、６倍にふえたと

いうことなんですが、空港も新しくできるということで、それから、日本国内のみ

ならず、外国のほうからもお客さんが見えるようになったという。それはどういう

ことかなと言いますと、やはり島でありまして、農業もあるんですが、みんなこぞ

って観光にと、お客さんをということでもてなしの心というものが伝統的にあの地

帯には、各島にそういった歌もありますし、踊りもあるようというようなことで、

そういったこと。それから、もてなしの仕方等とも、数回行きましてもやはりこれ

が感動を覚えるようなもてなしを受けておりまして、そういったことも観光地とし

て勉強をしていただくには最高のところではないかなというふうに思っています。

その取り入れをどこに観光協会として求めて、渥美の観光に実現していくかという

ことでも議論を重ねてまいりましたが、本土の中の観光地でありますが、愛知県で

も伊良湖岬というのは有名なところであります。なかなか企業関係にゆだねてあっ

た面が多いということもありまして、そういったプロジェクト等のプログラムを組

む上でも、やはり名鉄を代表とした企業にゆだねておった面が多いということです

が、いろいろ進める中でのやしの実から東大寺サミットとか、いろいろ文化的なも

のがあります。それも続いておりますが、そのように柳田國男サミットも最近行わ

れなくなりましたし、やしの実投流が残っておると。18回で、一昨年流れついてお

りますが、20回を目標にということで、そのように私は、それでもう一遍見直した

ほうがよかろうということで、合併年度、その次の年度ということになります。も

う一度行事そのものも双方考えていったほうがいいと、そう思います。 

それと観光協会の問題なんですが、統一するのか、合併するのかということです

が、これはあとまだ協議の問題となりますが、運営の中の財務関係でも違う面があ

りまして、その辺も当時、企業関係がゴルフ場を始め、成績がよかったということ

で、花いっぱい、花で埋め尽くそうという花いっぱい運動がありまして、多額な基

金が積まれておりました。近年、少しそれを使って減少はしておりますが、まだ多

額なものが残っているという、そういった違いもありまして、その辺もどのように

生かしていくのかなあということも一つの問題となっております。 

その辺をかね合わせて、やはり伝統的に続けていく事業、そのものは続けさせて

いただいたほうがいいという考えで、あくまでも冒頭に申し上げました政教分離と

いう考え方を基本でもって見直していくというふうに思っております。 

その辺で答えになったでしょうか。お願いいたします。 

議長 よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

小川委員 35ページになりますけれども、上下水道事業の中で水道料金、あるいは加入分担

金について。水道料金は合併年度及びこれに続く２年度を現行のとおりとすること

は、20年まではということでありますけれども、やはりなるべく速やかな一体化を

すると、やはりなるべく格差がないほうがいいのであって、先ほど説明の中でも統

一すると赤字という話がありましたけれども、なるべく速やかな一体化をするに

は、できたら１年でも、２年でも状況を見て今の予想では水道料金を統一すると赤

字ということですけれども、なるべくなら、速やかな一体化をするには１年でも早

く統一していただきたいという要望でありますけれども、水道料金が20年からとい
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うふうになると、やはり加入分担金も本来なら、それに合わせるべきではないのか

なという思いがありますけれども、加入分担金につきましては、合併年度から新し

い料金を統一するということでありますけれども、本来なら、これは一緒にするべ

きではないかなと思いますけれども、どういう理由でやりましたか、ちょっとわか

りましたらお願いいたします。 

議長 はい、どうぞ。 

事務局長 加入分担金、それから、水道料金の考え方につきましては、分科会のほうで協議

した結果をお聞きしますと、まず料金につきましては、先ほど申し上げましたとお

り、渥美町さんにつきましては、経営改善の目的だと思います。昨年多分料金を改

正されて今日に至っておるということで、合併と同時に、田原統一料金といたしま

すと、先ほど申しましたとおり、どうも企業会計自体がやはり独立採算の会計でご

ざいますので、田原料金に改正いたしますと、料金収入が約１億強の減収となりま

す。そうしますと、年間で4,800万ほどの赤字が見込まれる試算がなされておりま

す。そういったことがございましたので、現行料金で３年間頑張っていただくと１

億8,000万ぐらいの剰余金が見込まれますので、20年度までに企業債の償還だと

か、かなり19年度までが企業債の償還も多くなっておりまして、20年度になると半

分ぐらいになるという試算が出ておりますので、その間に企業債の償還、あるいは

渥美町のほうでひとつ、配水管の改良費で計画があるかと思うんです。和地の送水

場の改良工事を予定しているということで、そういった事業をこなした後、統一し

たらどうかという案が示されたのがその料金関係の方針でございます。 

一方、加入分担金につきましては、本来は一緒にしたほうがということでござい

ますので、圏域内の移動を考慮いたしますと、引っ越した場合に価格が変わるとい

うのもちょっとある意味、なかなかやりにくい面がございますので、できることな

ら、会計自体の影響もそんなにないだろうということで、分担金については対応で

きるという調整がなされたと思います。あくまでも経営理念を優先に考えてそんな

調整が行われ、一方では、合併ですので、早く統一したいという、そういった両面

からの方針として出た案でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

議長 よろしいですか。 

小川委員 それはわかりますけれども、やはりひとつ、渥美町でも合併の説明の中で、やは

り水道料金は差異がありますので、なるべく田原のほうに近づけて、そうすること

によって本当に合併はいいんですよといううたい文句ではないですが、キャッチフ

レーズがありましたので、１年でも早く、独立採算制でありますけれども、なるべ

く早めな方向でということで要望だけでありますけれども、お願いしたいと思いま

すので。 

議長 そういうご要望があったということで。 

ほかに何かご意見ございますか。 

それでは、大体ご質疑も終わったようでございますので、これから採決をさせて

いただきたいと思います。 

採決につきましては、協議項目ごとに行いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 
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最初に、協議第45号「健康づくり事業について」を採決いたしたいと思います。

本案につきまして原案どおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第46号「ごみ収集運搬業務事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

次に、協議第47号「環境対策事業について」をお諮りいたします。 

本案を原案どおり決することについてご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

次に、協議第48号「農林水産関係事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することについてご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案も原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第49号「商工・観光関係事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することについてご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ご異議なしと認めます。よって、本案も原案どおり確認をされました。 

次に、協議第50号「勤労者・消費者関連関係事業について」をお諮りいたしま

す。 

本案を原案どおり決することについてご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第51号「建設関係事業について」をお諮りいたします。 

本案を原案どおり決することについてご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第52号「上下水道事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することについてご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認
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をされました。 

それでは、引き続きまして、協議第53号「学校の通学区域について」から協議第

59号「その他事業について」までの７件を一括して議題といたします。 

事務局、説明をしてください。 

事務局長 それでは、引き続きまして、協議第53号「学校の通学区域について」から協議第

59号「その他の事業について」までの７件を一括してご説明申し上げます。 

最初に、協議第53号「学校の通学区域について」ご説明申し上げます。資料は45

ページをお願い申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「学校の通学区域については、当面は現行の

とおりとする。 

なお、今後、学校の適正な配置等について検討していくものとする。」とするも

のでございます。 

それでは、その理由等を説明してまいります。 

資料の46ページから48ページにかけまして、両市町の小中学校の学校数、学級

数、児童・生徒数の状況とそれぞれの学校の通学区域の状況を掲載しております。

小中学校の通学区域は、学校教育法の施行令に基づき、それぞれの学校ごとに定

められておりますが、具体的な区域の設定に関しましては、特段の定めはなく、地

理的状況や歴史的経緯、住民感情などそれぞれの地域の実情を踏まえ、教育委員会

の判断により設定がなされております。 

特に最近では、教育環境をめぐる問題の解決には、学校と地域社会との連携強化

が求められておりまして、学校と地域とのつながりはますます重要となってきてお

ります。 

以上のことを踏まえまして、通学区域の設定に関しましては、保護者や地域の

方々の理解や協力が必要不可欠でございますので、当面は学校の通学区域について

は、現行のとおりとするものでございます。しかしながら、今後、児童・生徒にと

って一層教育効果を上げ、教育環境の充実を図るためには、学校の適正な配置等に

ついての検討を行うことは避けられないと考えられますので、保護者や地域の方々

の理解や協力を得ながら検討を進めるとするものでございます。 

続きまして、49ページをお願いいたします。 

協議第54号「学校教育事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「学校教育に関する各種事務事業について

は、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その理由等についてご説明してまいります。 

50ページから54ページにかけまして両市町の学校教育に関する事務事業の状況を

掲載させていただいております。 

最初に、50ページに記載の中学生海外交流でございますが、両市町とも平成の初

めごろから取組みが始まりまして、現在も活発な交流が行われてきております。将

来を担う若者の国際感覚の醸成は、当然ながら今後とも必要と思われますが、実施

内容、参加負担金等の制度に違いがございますので、合併年度は現行のとおりとい

たしますが、新市において調整してまいるものでございます。 

次に、53ページにございます学校給食でありますが、合併時は現行のとおりとい

たしますが、調理方式につきましては、現在も共同調理方式、単独調理方式に関し

まして、さまざまなご意見をいただいておりますが、共同調理方式を基本といたし
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まして、早期に検討を行ってまいるとするものでございます。 

このほか、学校教育に関する各種事務事業につきましては、田原市の制度に統一

することを基本といたしまして調整を進めるというものでございます。 

なお、それぞれの事務事業ごとの調整方法は、表右側の具体的な調整方法欄に記

載のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

続いて、55ページをご覧ください。 

協議第55号「文化振興事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「文化振興に関する各種事務事業について

は、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その理由等説明してまいります。 

１枚はねていただきまして、56ページをお願いします。 

文化振興に関する事務事業を掲載しておりますが、文化祭の開催を始めといたし

まして、両市町で実施しております文化振興に関する各種事務事業は、冒頭で申し

上げましたとおり、田原市の制度に統一することを基本に調整し、それぞれの事務

事業ごとでこれにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整をさせていただきた

いと思います。 

それから、文化祭等の開催、文化ホール事業、普及刊行物につきましては、重複

するようなものは整理しての調整を進めてまいりますし、町史編さんや博物館等の

観覧料につきましては、それぞれ実施するもので、現行のとおりといたしたいと思

います。 

続きまして、59ページをご覧ください。 

協議第56号「コミュニティ施策について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「コミュニティ施策については、田原市の制

度に統一する。」とするものでございます。 

１枚はねていただきまして、60ページ、61ページには、それぞれの施策の状況を

掲載しておりますが、最初のコミュニティ組織につきましては、現在、両市町には

コミュニティ協議会が田原市で12校区、渥美町では２地区の自治会で設置されてお

ります。田原市では、コミュニティ活動の拠点として12校区すべてに校区市民館が

設置されております。 

また、下の欄にも記載されておりますが、コミュニティ活動に対する助成や施設

整備に対する助成を行っておりますが、渥美町は駐在員制度や公民館事業としてそ

れぞれ対応している部分はございますが、各地域のコミュニティ組織を主体とした

総合的な助成制度は現在構築されておりません。また、61ページ記載の施設整備助

成についてもご覧のように違いがございます。 

このように、コミュニティ施策につきましては、両市町で制度や施策が異なって

おりますので、現在、検討が進められております田原市の活動助成等の制度改正等

が行われた後の田原市の制度に統一をしてまいりたいとするものでございます。 

続いて、63ページをお願いいたします。 

協議第57号「社会教育事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 生涯学習基本計画については、新市に

おいて新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

２ 社会教育に関する各種事務事業については、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす
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る。」とするものでございます。 

それでは、その内容等でございますが、64ページから68ページまでには、両市町

の社会教育に関する事務事業の現況を掲載させていただいております。 

最初に、生涯学習基本計画でございますが、それぞれ64ページ記載のとおり策定

しておりますが、これらは新市において新たな計画を策定することにいたしており

まして、それまでの間、現計画を運用してまいるものでございます。 

以下に記載をしております公民館の管理及び事業を始めといたします両市町で実

施している社会教育に関する各種の事務事業につきましては、冒頭申しましたとお

り、田原市の制度に統一することを基本に調整してまいるものでございます。 

また、それぞれの事務事業ごとの調整方法は、表右側の具体的な調整方法欄に記

述のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。 

次に、69ページをお願いいたします。 

協議第58号「社会福祉協議会について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「社会福祉協議会については、田原市の社会

福祉協議会に統合できるように調整に努める。」とするものでございます。 

それでは、その具体的な内容等について説明してまいります。 

１枚めくっていただきまして、70ページ、71ページには、両市町の社会福祉協議

会の状況を掲載させていただいております。 

社会福祉協議会は、社会福祉法の規定に基づきまして、社会福祉の推進を図るこ

とを目的として市町村それぞれに組織されて、民間としての自主性と広く住民や社

会福祉関係者に支えられる公共性の二つの側面を持った組織でございます。この表

をご覧いただきましてもおわかりのように、組織体制、財産、債務、事業内容も異

なっておりますが、合併特例法では、既にご確認いただいております「公共的団体

等の取扱い」のところでもご説明申し上げましたとおり、公共団体等は市町村合併

に際しまして、新市の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよ

う努めなければならないとされております。したがいまして、社会福祉協議会の調

整方針といたしましては、冒頭申し上げたとおり、統合できるよう調整に努めさせ

ていただくとするものでございます。 

次に、73ページをお願い申し上げます。 

協議第59号「その他事業について」ご説明申し上げます。 

本案の調整方針といたしましては、「１ 総合計画、行政改革大綱などの各種計

画については、新市において新たな計画を策定する。 

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。 

２ その他事務事業については、田原市の制度に統一する。 

ただし、これにより難い場合は、両市町の実態に合わせ調整を行うものとす

る。」とするものでございます。 

それでは、その具体的な内容等説明してまいります。 

74ページから78ページにかけまして、両市町のその他の事務事業に関する状況を

掲載させていただいております。 

最初に、総合計画や行政改革大綱につきましては、新市発足後は、できるだけ早

い時期に新たな計画を策定してまいりたいと考えておりますが、これらを含めまし

て、各種の計画につきましては、新市において新たな計画を策定することとし、計

画ができるまでの間は、現計画を運用してまいるというものでございます。 

次に、75ページの上段にございます指定金融機関を始め、両市町で実施しており

ますそれぞれの事務事業、その他の事務事業でございますが、冒頭申し上げました

とおり、田原市の制度に統一することを基本として調整をしてまいりたいとするも



１６ 

のでございます。なお、それぞれの事務事業ごとの調整方法は、表右隅の具体的な

調整方法欄に記述のとおりでございますが、75ページにございます、選挙事務の合

併直後の増員選挙、それから、そのページ、一番下の地縁団体設立支援の助成期

間、76ページの中ほどにございます情報公開制度における渥美町保有の文書の公開

など右側に掲載のとおりの調整方針でございますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

以上、一括議題となりました協議第53号から協議第59号までの７件の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長 はい、ご苦労さまです。 

それでは、ここで少し時間がたちましたので、暫時休憩をとりたいと思います。

午前11時06分 休憩

 

午前11時17分 再開

議長 それでは再開させていただきます。 

先ほど説明がありました協議第53号から59号までにつきまして、一括して質疑に

入ります。 

ご意見等ありましたら、お出しいただきたいと思います。 

はい、どうぞ。 

冨田委員 社会教育事業のところで、65ページに社会教育団体育成のところで、地域連合婦

人会の５校区というのがあるんですけれど、来年度から私たちも連合の輪を外して

校区または支部の組織に移行するということなんですが、渥美町さんに渥美町女性

サークルということが書いてあるんですけれど、このサークルは町全体の組織にな

っているものなのか、どのようなことをしているのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

議長 はい、どうぞ。わかる範囲でお答えしてください。 

事務局長 今、聞きましたら、全体ではなくて、個別のサークル活動というふうに聞いてお

りますけれども。 

冨田委員 ここに書いてあるということは、町のほうから補助というか、そういうものが出

ているわけですかね。 

事務局長 その支援は何らかの形の支援団体としているというふうに聞いております。 

冨田委員 わかりました。ちょっと婦人会も大変な時期でありますので、やはりこういう合

併の時期でありますので、少し話し合う時間を設けていただきたいと思っておりま

す。お願いします。 

議長 原町長さん、ひとつ努力をしてあげてください。ご要望が出ました。 

原町長 わかりました。 
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議長 

 

本当にお願いいたします。 

では、ほかに。 

それでは、特にご質疑等もないようでございますので、順次採決を行わせていた

だきたいと思います。 

最初に、協議第53号「学校の通学区域について」を採決いたしたいと思います。

本案を原案どおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第54号「学校教育事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案を原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第55号「文化振興事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案も原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第56号「コミュニティ施策について」をお諮りいたします。 

本案を原案どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第57号「社会教育事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第58号「社会福祉協議会について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

次に、協議第59号「その他事業について」をお諮りいたします。 

本案も原案どおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案も原案どおり確認

をされました。 
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 どうも大変ありがとうございました。 

それでは、続きまして、協議第60号「愛知県協議に係る新市建設計画の案につい

て」を議題といたします。 

事務局、説明をしてください。 

事務局長補佐 

大谷紀夫 

それでは、ただいま議題となりました協議第60号「愛知県協議に係る新市建設計

画の案について」協定項目26番でございますが、ご説明をさせていただきます。 

資料の79ページをお願いいたします。 

「愛知県協議に係る新市建設計画の案について別添のとおり提案する。」という

ものでございます。 

建設計画につきましては、さきの10月26日第６回合併協議会におきまして、本日

提案の正式協議に先立って行われます県事前協議案の確認をいただきまして、同日

付で県との事前協議を開始いたしました。 

前回の11月11日第７回の合併協議会におきましては、その状況報告をさせていた

だきまして、都市計画道路田原中央線、一般県道赤羽根泉港の２本の道路事業につ

きまして再要望により計画掲載が可能になりそうだという見込みを報告させていた

だきましたが、先週末、11月19日の金曜日に計画本文の記述を含めまして、回答を

県からいただきましたので、直ちに事務局ではこの意見を踏まえた修正案を県の担

当部局等と協議をいたしまして、修正案を作成いたしまして、本日は県との正式協

議、本協議案としてご提案をさせていただくものでございますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、資料のほうをよろしくお願いいたします。 

あらかじめ資料についてお断りをさせていただきますが、本日は、これまでお示

しした案と変更点をわかりやすくするために、変更箇所について見え消しで示して

ございます。県への修正では、もちろん見え消しを消しまして修正後のものを送付

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本計画案の正式案でございますので、本来ですと、全文をご説明すればよ

ろしいわけですが、これまでもご説明をさせていただいておりますので、大変恐縮

ではございますが、主な修正点のみをご説明させていただきますので、ご了承のほ

どよろしくお願いいたします。 

それでは、表紙を１枚めくりまして、目次が出てまいりますが、目次の２ページ

目をお願いいたします。 

第４章 新市の施策のところの２ 新市の「戦略プロジェクト」を「戦略ビジョ

ン」というふうに変更をさせていただきました。これは、前のページの目次、それ

から、後に出てまいります13ページ、17ページ、31ページに関連の記載がございま

すが、それとの整合性を図る意味で戦略プロジェクトでなく、戦略ビジョンという

形に変更をさせていただきます。 

続いて、４ページをお願いいたします。 

第１章 新市の概況。１ 主要指標でございますが、何点かご覧のとおり見え消

しがございます。世帯数につきましては、田原市並びに渥美町の構成割合が70、そ

れから、30というふうに修正がしてございます。計算のミスによるものでございま

す。よろしくお願いいたします。 

それから、１行飛びまして、農業産出額のところですが、平成15年農林水産統

計、新市計が722億、田原市が335億、46％、渥美町が387億円、54％というふうに

修正をしてございます。これは、平成16年11月２日に東海農政局が最近の数値を発

表したものでございまして、直近の数字を使いたいということから、従前の14年の
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統計の数字から15年のほうに変えまして修正をしたものでございます。 

続いて、その下の製造品出荷額等でございますが、これも同様の趣旨でございま

して、平成16年９月７日に県の統計課が最新の数値を発表しております。この数字

にならいまして新市計を１兆8,783億円、田原市が１兆8,745億円、渥美町が38億

円、構成比は変わりませんが、ご覧いただいているように修正をさせていただいて

おります。 

それから、１行飛びまして、観光入込客数でございますが、これも新市計の欄、

それから、渥美町の欄を修正しております。これは事務局の計算ミスによるもので

ございまして、こちらのほうに修正をさせていただいております。 

それから、この表の一番下の議員数でございますが、これも時点を平成16年４月

１日というふうに修正をさせていただいております。それから、新市計の欄でござ

いますが、前の案では、田原市並びに渥美町の議員さんの数を合計して44人という

ふうに記載をしておりましたが、今回の合併協議会の調整案によりましては、この

44という数字は、余り意味を持ちませんので、バーというような形で修正をさせて

いただいております。 

続きまして、５ページのほうをお願いいたします。 

(3)の歴史のところでございますが、中ほどに畠村のところを修正してございま

す。現在の渥美町の福江にあたる畠村にという格好です。従前の案では、旧渥美町

福江というような言い方にしてございますが、この計画書の作成時点が平成16年12

月ということになりますと、適した記述はどちらかと言いますと、修正案のほうが

適しておるということでございまして、修正をさせていただいております。 

続きまして、６ページをお願いいたします。 

(4)の産業についての記述でございます。ご覧いただきますように、先ほどの主

要指標に基づいた修正をそれぞれさせていただいておりますので、よろしくお願い

いたします。 

なお、その中段あたりに、製造品出荷額についての説明がありますが、県下第３

位の１兆8,783億円（平成15年）で、そのうちの大部分を輸送機械製造業が占めて

いますというふうにしてございます。従前は、98％という数字的に出されたわけな

んですが、今回の直近の発表では、業態別の数値は公表しておりませんので、こう

した大部分という言い方で表現を修正しております。 

続きまして、７ページのほうをお願いいたします。 

人口についての表でございます。ちょうど真ん中あたりに生産年齢人口構成比が

ございますが、平成12年の欄、従前は64.5という数字で、ちょうどそれぞれ年少人

口、生産年齢人口、老年人口を足すと100になるような格好で記載をしておったわ

けなんですが、県統計のほうから必ずしも100になる必要はない､64.44という計算

数値になるわけですが、切り上げの必要はないので、そのとおりに書くようにとい

う指導もありまして、64.4という数字に修正させていただいております。 

続いて12ページへ飛んでください。 

２ 施策の体系でございます。(1)主要施策のところで、②安全で安心できる生

活環境・地域福祉の本文記載でございますが、追加がございます。「また、安心し

て生活できる地域づくりを推進するため、防犯体制の充実や防犯活動の促進に努め

ます。」というものでして、これも県との事前協議の中で警察本部、生活安全総務

課のほうから、近年、犯罪が起こりやすい環境を整備する必要がありますから、本

項目を計画に記載していただきたいというようなご意見がございまして、これを反

映させていただきました。 

続きまして、若干飛んで18ページをお願いします。 
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第４章 新市の施策。１ 新市の主要施策の表でございますが、先ほど警察本部

のほうからの修正点が菱形の２のところでありましたので、こちらの番号について

②犯罪に強いまちづくりの推進を１と３の間に入れまして、以降３番から６番に番

号を繰り下げております。 

続いて、20ページをお願いいたします。 

20ページは見え消しが出ておりませんが、下から四つ目の行のところに漁港・海

岸整備、赤羽根漁港海岸環境整備事業とありますが、大変恐縮ですが、昨日、県と

の打ち合わせの中で、この最後の「事業」というこの言葉をカットするような形で

の調整が行われましたので、「事業」を大変恐縮でございますが、カットしていた

だきますように修正をよろしくお願いいたします。 

続いて、21ページでございます。 

②のところでございますが、やはり先ほどの関連で、犯罪に強いまちづくりの推

進の本文記載が追記されております。「多発する犯罪を未然に防止し、安心して生

活できるまちづくりを推進するため、防犯施設や防犯灯の充実などの環境整備を進

めるとともに、警察や各防犯関係機関、団体、地域住民、ボランティアと一体とな

って、地域ぐるみの防犯体制の充実や防犯活動を促進し、犯罪のないまちづくりを

目指します。」という格好で追加をさせていただいております。 

続いて、22ページをお願いいたします。 

表中が主要事業の表になりますが、右のほうに「愛知県」と書いてあるところ

が、今回の協議の中でいろいろ語句修正、先ほども１点、「事業」をつける、消す

というような話がありましたが、修正点がございましたので、よろしくお願いいた

します。なお、この修正については、あと第５章の県のところで一括して説明をさ

せていただきます。 

続いて、23ページをご覧ください。 

③のところ、地域資源活用型環境貢献事業の実施の中で、文章の整理をさせてい

ただきました。ご覧いただいていますように、「への」という表現が入っていた

り、従前「特徴である」という表現を削除し、「地勢を活用した」というような形

であったり、あるいは⑤のところで、「三河湾の浄化を推進すべく」というような

語句の表現などもチェックをいただき、修正をしております。 

続いて、24ページをお願いいたします。 

24ページについても先ほど、後ほど説明すると申し上げましたが、愛知県のとこ

ろで若干の修正がございます。これも後ほど説明をさせていただきます。 

続いて、29ページをお願いいたします。 

29ページは、(6)の産業活力の創出につきましての主要事業の一覧表になってお

ります。こちらにおいても語句の修正がございますが、そのうち、ちょうど上から

５行目に、農地保全というのがございます。この中で海岸整備事業につきまして、

見え消しでカットがしてございます。これについては、海岸整備事業がなくなった

というものではございませんで、この事業が別なところへ移動をしております。 

ここの事業について簡単にご説明いたしますと、この海岸整備事業については、

伊良湖地区の海岸環境整備といたしまして堤防補強並びに養浜工をする事業でござ

いました。農地保全を目的とした部分と、海岸保全を目的とした部分と、両方の事

業でございましたが、農地保全の部分の事業は既に終了するということですので、

海岸保全が記述されております24ページのほうの下から二つ目の行、こちらのほう

で二つの事業があり、その後で「等」という表現がございますが、この「等」の中

にここの示す事業を含めておくようにいたしました。そうしたことで場所の移動が

ございました。 
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続きまして、30ページをお願いいたします。 

30ページにつきましては地域課題、「広域課題」を「地域課題」という表現に変

更がございます。 

並びに31ページにつきましては、表題部のところで、大変大きな変更で恐縮でご

ざいます。目次との関連もございまして、「戦略ビジョン」という格好に修正をし

てございます。 

さらに続けますと、32ページをお願いいたします。 

戦略ビジョンの中で、(2)安心安全構想の具体例が出ております。そのうちの一

番下でございますが、地域福祉支援として、例えばグループホーム並びに宅老所設

置の支援を今後は高齢化社会に向けてやっていきたいというような意欲的な事業を

示したところでございますが、「宅老所」についてはカットというような意見がご

ざいました。これは県の高齢福祉課のほうからのご指導でございまして、宅老所に

ついては、いまだ法的位置づけがなされていない。そうしたことから、具体的な支

援策をここで掲載するのは、ちょっと適当でないのではなかろうかというようなこ

ともございまして、「等」という表現に修正をしてございます。 

続いて、37ページをお願いします。 

37ページの第５章 新市における愛知県事業の推進のところでございまして、こ

こが県のチェックとしては最も関心を持ってチェックをいただける章になってまい

ります。先ほどこことの関連で語句の修正があったということでございましたが、

要するに、ここの第５章の記載の変更にもたれてそれに関連して記述変更をしたと

いうものでございます。 

それでは、順次主立ったものを説明いたしますと、まず右の事業概要のところで

上から四つ目の行のところで、主要地方道田原赤羽根線についての記述が変更があ

ります。これについては、もともと田原赤羽根線整備の推進という１行で済んでお

ったものなんですけれど、県の道路維持課のほうから、整備内容について市民に明

確に示すための具体的な整備内容をできるだけ記述したほうがよろしいんではない

かというようなご指導がございまして、自転車歩行者道の整備、それから、田原郵

便局前交差点の整備、この二つの事業がこの赤羽根線の整備では予定されておりま

すので、それを追記し、二つに分けまして記載をさせていただいております。 

続きまして、ここで大変恐縮ですが、ミスがございましたので、1行追加をお願

いしたいと思うんですが、「一般県道城下田原線整備」と「一般県道堀切中山線整

備」の推進がございますが、この間に「一般県道赤羽根泉港線整備の検討」という

ふうに追加のほうをお願いしたいと思います。これは実は再要望として取り組んだ

事業で、せっかく県がオーケーと言いましたのに、私どものミスでここに載せてな

いということで、大変軽率なミスだったんですけれど、改めまして、再要望につい

てもう一度申し上げますと、この赤羽根泉港線の整備については、例の経済連渥美

実験農場、３町境の交差部分、あそこから赤羽根地内中村交差点に至る区間の未整

備区間、国道42号線から逆に見て1,500メートル区間でございますが、それについ

ての整備を市民館の整備並びに周辺の区画整理の計画を訴えまして、何とか計画し

たいよというふうにお願いをしたところ、それでは、整備の検討と、実施に向けて

検討していくというふうに回答が変わりましたので、載せさせていただくものでご

ざいます。 

それから、１点、これに関連してちょっと説明を追加させていただきますと、一

番上に都市計画道路田原中央線整備がございますが、これについても前回説明して

おります。市役所のすぐ前の郵便局前交差点あたりからまつり会館までの区間、そ

れから、今、セントファーレの区間は整備をされておりますが、ちょうど愛知海運
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さんのスタンドのあるところから大坪の信号のところまで、その区間について、従

前は要望していく事業ということでございましたが、再要望によりまして整備の検

討というふうな形になりましたので、ここの都市計画道路田原中央線の整備の中に

は、今の計画認定がなされておりますセントファーレ周辺の事業認可区域の整備を

継続するとともに、それにプラスすることの先ほど申し上げました両側について整

備の検討、この意味を含んでおりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、説明のほうに戻らせてもらいまして、それと申しわけございません、

もう少し下のほうの漁港・海岸整備のところで、赤羽根漁港海岸環境整備事業とい

うのが四角で囲んでございますが、この「事業」については、取っていただきたい

と思います。追加というふうな考え方でおったわけですが、カットということでご

ざいまして、二本線を引いていただければと思います。そして、砂防事業でござい

ますが、従前砂防事業については、砂防事業の実施という格好で四つの河川名を併

記しておったところなわけですが、これも回答区分の１、つまり事業実施、回答区

分の２、つまり事業実施を検討、あるいは推進という二つに分けなさいという指導

がございまして、ご覧いただきますように、砂防河川整備の実施（大川、猿田

川）、砂防河川整備の推進（木ノ下川、野添川）というふうに二つの行に分けまし

て、事業の整備のトーンを分けております。 

続きまして、漁港・海岸整備につきましても同様でございますが、赤羽根漁港整

備の推進（離岸堤）、離岸堤については推進ということですから、回答で言います

と、２番目になるわけですが、その離岸堤。それと整備の検討、防波堤は整備を検

討するという表現だからということで、要するに回答の番号で言うと２と３に分け

て記載をしなさいというようなことで港湾課の指導がありまして、修正をしており

ます。 

続いて、海岸保全整備のところで、やはり渥美海岸浸食対策の実施と、田原豊橋

海岸浸食対策の検討というふうに、やはり河川課のほうから指導がありまして、回

答区分に沿った表現、それと事業内容を明確にわかるようにということで、事業名

のほうも修正をして二つに分けて記載がしてございます。 

同様に、福江港海岸整備につきましても高潮対策と堤防補修につきまして、回答

が異なっておりましたので、このような修正をさせていただいております。 

続いて、伊良湖港海岸については、事業名の修正がございました。 

それと一番下の伊良湖地区海岸環境整備事業でございますが、これが先ほどの農

地保全から移動された部分の事業名でございまして、恐縮ですが、38ページをご覧

ください。38ページの農地保全のところで、ちょうど真ん中ほどでございますが、

海岸整備事業（高潮対策・海岸環境）、堤防補強改修がカットしてございますが、

この部分が37ページの伊良湖地区海岸環境整備事業として移動がなされたというこ

とでございますので、よろしくお願いをいたします。 

恐縮ですが、行ったり来たりで38ページをお願いいたします。 

38ページでは、それ以外にここの「農村漁業用」をカットし、揮発油税財源身替

農道整備事業というふうに、ここも事業名の修正並びに「事業」という文字をつけ

なさいというような形の修正がございまして、修正しております。 

以上が、それぞれ所管課が建設部でありますとか、農業水産部でありますとか、

ばらばらでございますので、なかなか計画書としてのトーンが整合できないわけで

すが、指導にもたれ、それぞれ修正をさせていただきましたので、よろしくお願い

をいたします。 

いずれにしろ、大きな変更点は、前回の合併協でご報告した二つの事業が再要望

により記載が許されたということでございますので、よろしくお願いいたします。
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あとそれ以降の第６章からについては変更点がございませんで、これでよろしい

ということの回答をいただいております。 

以上で大変走って説明をしましたが、主立った内容でございます。 

なお、この建設計画案につきましては、本日、ご確認をいただきますれば、直ち

に本日付で県のほうにご提出をさせていただきまして、予定といたしましては、12

月８日に県の支援本部が開かれるということで、その場でご審議をいただき、仮に

オーケーということですと、その日にご回答をいただき、12月８日の合併協で最終

的な策定というような行為になりますので、よろしくお願いをいたします。 

以上で説明とさせていただきます。 

議長 ご苦労さまでした。それでは、説明が終わりましたので、ただいまの説明につき

ましてご質問、ご意見がございましたら、お願いをいたします。 

それでは、特にご質疑等もないようでございますので、採決をさせていただきた

いと思います。 

協議第60号「愛知県協議に係る新市建設計画の案について」を原案どおり決する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長 ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり確認

をされました。 

本案が原案として、これで県に提出されます。よろしくお願いをいたします。 

議長 それでは、以上で確認事項は終えました。 

次に、その他に入らせていただきます。 

事務局、何かありますか。 

事務局長 それでは、次回の第９回の協議会の日程をお願いしたいと思います。先ほど大谷

が建設計画の県の承認の関係で申しましたとおり、愛知県でのこの計画の承認につ

いて、12月８日に支援本部が開催されておりる予定でございます。 

したがいまして、前回も申しましたとおり、12月８日水曜日でございますが、午

後３時から開催させていただきたいと思います。開場は、この開場を予定しており

ます。回答がその日にまいりますので、県承認を受けて正規の計画として確認を得

てまいるということでございますので、よろしくお願いします。 

それから、その日は、案件がこの策定に関する確認のみでございますので、終了

後でございますが、委員勉強会に切り換えて、今後に対する皆様方のご意見を伺っ

てまいったらどうかというふうに考えておりますので、ご予定をお願いしたいと思

います。 

次回の協議会については、以上でございますが、もう１点、その日にすべてが確

認されますと、次は調印式ということになってまいります。原案として、今、日程

調整を進めておるわけでございますが、現在の案としては、12月24日、金曜日でご

ざいますが、たまたま内々事務レベルで県知事等とも調整を行っておりまして、お

おむね24日なら行けそうだということのご返事をいただきましたので、現在の案と

いたしましては、12月24日10時を予定しております。文化会館の多目的ホールで調

印式を行う予定であるというふうにご予定をお願いできたらと思います。 

以上、２点でございますが、よろしくお願い申し上げます。 
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議長 それでは、次回を８日の日に行いたいと思います。午後３時から。このときは、

今、お話がありましたように、本日提案をいたしました新市建設計画の最終確認を

お願いいたすということでございます。 

それから、それだけでございますので、せっかくの機会ですので、できました

ら、今後の新市づくりに今まででもご意見をお伺いいたしましたが、改めて、い

や、こういうことをそれでも言っておきたいということがありましたら、勉強会を

開催させていただきたいと思いますので、また一言ずつ何かおありになりました

ら、ひとつ皆さん考えてきていただきまして、そして今後の新市づくりにご意見を

反映していきたいと思いますので、おっしゃっていただきたいと思います。なけれ

ばなしで無理しなくても結構でございますので、そのような要領で12月８日は行い

たいと思います。 

それから、先へ進んで、今、事務局から話がありましたように、12月24日に合併

調印式を予定したいということでございまして、どうもお伺いすると、知事さんの

都合もいいということでございますので、この日を予定したいと思います。 

なお、スケジュール的には、前にも申し上げましたが、今、私ども田原のほうで

は行政懇談会をやって、住民の皆さんにアンケートをやるということを、前に約束

してありましたので、今後のまちづくりについてのアンケートを12月10日までとい

うことで今、お願いをいたしておりますので、そうしたものを受けて、この24日に

順調に調印式のほうへもっていければと思っております。 

調印式が終わりますと、あともう一つ大きなことが残っておりまして、両市町の

議会の皆さんの議決をいただくということが残っておりますので、順調にまいりま

して、24日に調印式ができましたら、できたら年内に両議会のご議決がいただけれ

ばと思っておりますので、これは内々また別途、年末ぎりぎりになると思います

が、また両議長さんにお願い申し上げて、そして足並みをそろえて年内に決着をし

ていきたいなと、こう思っておりますので、また、ご協力のほどをお願い申し上げ

たいと思います。 

それでは８日と24日を、とりあえずご予定をいただきたいと思います。調印式も

結構晴れの日でございますので、できるだけ皆さんのご出席がいただきたいと、合

併協の委員の皆さんも全部出ていただくわけで、お立ち会いをということで、ご予

定がつきましたら、お願いいたします。 

それでは、本日予定いたしました、こちらからお願いするのは以上のようでござ

います。せっかくの機会ですので、委員さんから何かございましたら。 

はい、どうぞ。 

河合委員 最後の勉強会で言おうか、今のまちづくり推進計画で言おうかとちょっと悩んだ

んですけれど、ちょっと意見というか、要望なんですけれど、合併協議を何回かや

って出させていただいて、やはり観光の発展とか、それから、臨海部の発展には、

どうしても市長がいつも常日ごろ言われています幹線道路、東名インターとか、23

号線からどうしてもこの幹線道路がいち早く便利になることが田原の発展につなが

るんじゃないかなというような、そんな思いで豊橋市の連携とか、豊橋市長、今度

また３期目の早川市長、それから、住民も巻き込んで何か運動していって早期にで

きないかなというような、この幹線道路の整備を強く切実に必要であるんではない

かなと思うんですけれども、その辺の中の方策と申しましょうか、戦略と申しまし

ょうか、その辺何かありましたら、お伺いできたらなと思うんですけれど。 

議長 また、次回にもよくそんな気持ちをいろいろお話し申し上げようかと思っており
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ましたんですが、正直言って今、まだ具体的なめどは相変わらずついておりません

で、また次回、図面を出して一遍よく説明をさせてもらうおうと思います、皆さん

のご理解をいただくために。なかなか幹線道路問題は難しいし、また、いずれにい

たしましても渥美半島へ入ってくるまでの道路がやはり一つ大きな整備の目標があ

りますし、それから、中へ入ってからのことと、両方に分かれますんですが、外の

ほうのことがなかなか思うように進まないことがありますので、申しわけないけ

ど、次回、よくお話をさせていただいて、皆さんとともに、今の河合さんのご意見

のように何かやったほうがいいじゃないかというようなことでもあれば、またお願

いをしたいと思います。 

それでは、次回、地図を出して話しますので、お願いします。 

ほかに何か、また、今のようなご意見でも結構です。こういうことをひとつぜひ

ということがあったら、おっしゃってください。 

はい、どうぞ。 

山田委員 もうちょっと早く言えばよかったんですけれども、いろんな協議会とか、いろん

な会があるわけですけれども、多分いろいろな会が重なっている部分があるもので

すから、この際、残すものと、いわゆる新しくつくるものといいますか、その辺の

機能とか、目的というか、その辺のものを再度評価していただいて、田原の中にも

いろんな公民館活動の中にも例えば教育の問題とか、いろんな問題があるわけです

けれども、そういうものも一回よく見ていただいて、すっきりした形にするほうが

いいかなというふうに思います。もうちょっと早く、具体的なあれで言えばよかっ

たわけですけれども、ちょっとそんなことを感じまして、おくれてすみませんけれ

ども、よろしくお願いします。 

議長 今、山田さんのおっしゃったことも大事で、今、時代のテンポも大変早いし、そ

れから、せっかく合併をやっても何かちょっとも整理されんじゃいけませんので、

私ども一番この辺が合併協議だけじゃなくて、合併協議が終わっても目標が見えた

ら、やはりすぐ行政改革を本格的に取り組んでいかなければいかん。この項目の中

にたくさんありますので、各種団体のこともあるし、今やっている仕事もこれでい

いのかどうなのかという、それから、もう一つは、行政改革をやる前には、お互い

の認識も要るんですが、これも次回ちょっと私も考え方を申し上げてみようと思い

ます。例えば今日も協議の中で、学校の通学区域なんていうのは、これはどうなる

のかなというのは、皆さんも半信思いながらも、まあ、いいわと賛成してくださっ

たと思うんですが、こうした学校の問題についても従前とは少し考え方が大きく変

わってきたんじゃないかなとか、こういうような時代背景もありますので、その辺

のことを気がつく範囲で申し上げて、基本的には山田さんのおっしゃったことは、

行政改革をしっかりやっていかなくてはいかんと思います。これは職員の数の問題

もいろいろありますし、こういったことはどうしてもそちらのほうへ移っていきま

すものですから、そうした行革でもっとスマートな行政体系に変わっていかないと

いかん。各団体にもそういうふうにお願いせなきゃあいかんと思います。引き続

き、これが続くんですけれど、そう思っています。 

何か、ほかに。 

こんなようなことを次回のときには、皆さん、思ったことがあったら、自分の意

見なり、あるいは要望でも結構です。この辺はどうかということでも結構ですの

で、また８日の日にお願いをしたいと思います。 

先を考えますと、８日だけで終わりかなということもあるんですが、合併協議は
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これで確かに終わるんですけれど、来年の10月１日まで、特にこれという協議事項

があるわけではありませんけれど、やはり両市町にかかわることについてご相談を

していくには、この機関がやはり一番いいように思いますので、多分、来年になっ

て一度や二度、どういう会合で寄るかわかりませんが、また、こんな意見を言うよ

うな場もあるんじゃないかなと思いますが、要するに10月１日までは残していきた

いということでございますので、また、いろいろご提案があったらおっしゃってい

ただきたいと思います。 

それでは、ちょうど時間もまいりましたので、本日はこの程度で閉会をさせてい

ただきたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。 

 午後０時00分 閉会

 


